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平平成成 2233 年年東東北北地地方方太太平平洋洋沖沖地地震震及及びび津津波波災災害害  

にに伴伴うう県県土土整整備備部部のの対対応応状状況況等等  

   

県県  土土  整整  備備  企企  画画  室室  

  

平成 23 年３月 11 日 14 時 46 分頃に発生した東日本大震災津波（平成 23 年

東北地方太平洋沖地震及び津波災害）から２ヶ月余りが経ちました。この地震及び

津波による被害は、平成 23 年５月 25 日 17 時現在で死者 4,479 名、行方不明

者 2,934 名、家屋倒壊数 19,773 棟となっていますが、未だ被害の全容は明らか

になっていません。  

県では、東日本大震災津波からの復興に向けて、４月８日に県内各団体の代表者

や学識経験者などで構成する「岩手県東日本大震災津波復興委員会（以下、「復興委

員会」）」を設置し、復興への地域の未来の設計図となる復興ビジョン及び復興計画

の策定を進めています。また、委員会内に津波対策の方向性やまちづくりについて

検討する「岩手県津波防災技術専門委員会（以下、「津波専門委員会」、４月 15 日

設置）」とビジョン等を総合的な面から検討する「総合企画専門委員会（４月 30 日

設置）」の２つの専門委員会を設置し、議論を進めています。 

今月号では、県土整備部が事務局を務める「津波専門委員会」の検討状況等を中

心にお知らせします。 

【【津津波波専専門門委委員員会会のの検検討討状状況況等等】】  

１１  概概  要要  

（（１１））目目  的的  

    東東日日本本大大震震災災津津波波かかららのの復復興興にに向向けけたた「「復復興興ビビジジョョンン」」及及びび「「復復興興計計画画」」をを策策定定すするるににああ

たたりり、、被被害害状状況況等等のの詳詳細細調調査査やや技技術術的的根根拠拠等等専専門門的的なな知知見見にに基基づづきき、、地地域域のの歴歴史史やや文文化化、、産産

業業等等のの地地域域特特性性をを考考慮慮しし、、津津波波対対策策のの方方向向性性、、津津波波対対策策施施設設のの整整備備目目標標、、防防災災型型のの都都市市・・地地

域域づづくくりりににつついいてて検検討討、、提提言言をを行行いい、、ままちちづづくくりりにに資資すするるここととをを目目的的ととししてて設設置置ししたたももののでで

すす。。  

（（２２））委委  員員  

          
  

 

 

 

 

 

 
 

 

委員名 職　　名 備　考

今村　文彦 東北大学大学院教授

堺　　茂樹 岩手大学工学部長 委員長

首藤　伸夫 東北大学名誉教授

内藤　　廣 建築家・前東京大学教授

羽藤　英二 東京大学大学院准教授

平山　健一
独立行政法人科学技術振 興機 構JSTイノ
ベーションサテライトいわて館長

復興委員会委員

南　　正昭 岩手大学工学部教授

山本　英和 岩手大学工学部准教授
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２２  検検討討状状況況 

津津波波専専門門委委員員会会でではは、、ここれれままででにに３３回回のの委委員員会会をを開開催催しし、、津津波波再再現現シシミミュュレレーーシショョンン結結果果

にによよるる現現況況施施設設のの効効果果検検証証やや、、海海岸岸保保全全施施設設のの被被災災メメカカニニズズムム、、津津波波対対策策のの方方向向性性、、津津波波対対

策策施施設設のの整整備備目目標標、、防防災災型型のの都都市市・・地地域域づづくくりりのの考考ええ方方等等ににつついいてて検検討討をを行行っっててききままししたた。。

５５月月 2233 日日にに開開催催さされれたた第第３３回回津津波波専専門門委委員員会会でではは、、中中間間ととりりままととめめ案案ととししてて、、「「岩岩手手県県ににおお

けけるる津津波波対対策策のの方方向向性性等等のの考考ええ方方（（案案））」」がが示示さされれ、、５５月月 2255 日日にに開開催催さされれたた第第４４回回岩岩手手県県東東

日日本本大大震震災災津津波波復復興興委委員員会会でで報報告告をを行行いいままししたた。。  

県県でではは、、本本案案をを「「復復興興ビビジジョョンン」」にに反反映映ししてていいくくととととももにに、、今今後後、、津津波波専専門門委委員員会会のの中中でで

個個別別のの地地域域ごごととにに具具体体的的なな津津波波対対策策案案等等をを検検討討ししてていいくく予予定定でですす。。  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

○○第第１１回回専専門門委委員員会会  

【【日日  時時】】平平成成 2233 年年４４月月 2222 日日（（金金））  1133::0000～～1155::0000  

【【議議  題題】】  

・・  東東日日本本大大震震災災津津波波かかららのの復復興興にに向向けけたた基基本本方方針針ににつついいてて  

・・  被被災災状状況況のの把把握握及及びび考考察察  ななどど  

○○第第２２回回専専門門委委員員会会  

【【日日  時時】】平平成成 2233 年年５５月月８８日日（（日日））  1133::3300～～1155::3300  

【【議議  題題】】  

・・  今今回回のの津津波波再再現現シシミミュュレレーーシショョンン結結果果にによよるる現現況況施施設設のの効効果果検検証証ににつついいてて  

・・  津津波波対対策策のの方方向向性性、、津津波波対対策策施施設設のの整整備備目目標標、、防防災災型型のの都都市市・・地地域域づづくくりりのの考考ええ方方ににつついいてて  

ななどど  

○○第第３３回回専専門門委委員員会会  

【【日日  時時】】平平成成 2233 年年５５月月 2233 日日（（月月））  1166::0000～～1188::3300  

【【議議  題題】】  

・・  津津波波再再現現シシミミュュレレーーシショョンン結結果果にによよるる現現況況施施設設のの効効果果検検証証ににつついいてて  

・・  海海岸岸保保全全施施設設のの被被災災メメカカニニズズムムににつついいてて  

・・  岩岩手手県県ににおおけけるる津津波波対対策策のの方方向向性性等等のの考考ええ方方（（案案））ににつついいてて  

・・  復復興興ままちちづづくくりりののイイメメーージジににつついいてて  

これまでの検討状況 
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平平成成 2233 年年東東北北地地方方太太平平洋洋沖沖地地震震及及びび津津波波災災害害にに伴伴うう県県土土整整備備部部のの対対応応状状況況等等ににつついいててはは、、
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岩手県における津波対策の方向性等の考え方（案） 

 

１ 基本的な考え方 
（１）基本方針 

再び人命が失われることがない多重防災型まちづくりと防災文化を醸成し継

承することを目指す。 

 

（２）津波対策手法 

基本方針を達成するための対策手法として、地域の実情に応じて「海岸保全施

設」「まちづくり」「ソフト対策」を組み合わせて実施する。 

※ 「海岸保全施設」 

防潮堤、津波(湾口)防波堤、津波水門、河川堤防、その他（防潮林等） 

   「まちづくり」 

津波防災を考慮した高台移転等の土地利用と建築物の誘導 

       道路の嵩上げ、避難公園、避難ビル、避難路等多様な防災施設の整備 

災害対策の中枢となる官公庁、病院、学校、公民館等の公共公益施設の適正な配置 

「ソフト対策」 

高齢者等でも安全な避難を可能とする避難計画の策定 

防災文化の醸成・継承 

震災の経験を教訓として後世に伝える取組の充実、防災教育の継続 

情報通信網の整備 

 

２ 津波対策の方向性 

 （１）海岸保全施設 

基本方針を達成するため、海岸保全施設の整備目標は過去に発生した最大の津波高さ

を目標とするのが望ましい。ただし、地形条件や社会・環境に与える影響、費用等の観点か

ら、海岸保全施設のみによる対策が必ずしも現実的でない場合がある。この場合、海岸保

全施設の整備目標は、過去に発生した津波等を地域ごとに検証し、概ね百数十年程度で起

こりえる津波を対象とする。 
※ 過去に発生した津波等 

明治 29 年三陸地震津波 

昭和８年三陸地震津波 

昭和 35 年チリ地震津波 

平成 16 年度に県がシミュレーションを行った想定宮城県沖連動地震津波 

平成 23 年東日本大震災津波 

 
 
 
 

第４回 岩手県東日本大震災津波復興委員会 提出資料 
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（２）復興まちづくり 

市町村が被災地ごとに作成する復興プラン等の参考としてもらうため、本県における被災

状況を類型化して、それぞれの復興まちづくりのグランドデザインを三つの基本形（Ａ：市街

地全壊、Ｂ：海側市街地被災、Ｃ：集落被災）としてモデル的に示す。 

その考え方は次のとおり。 

① 被災類型と復興パターン 

被災程度と土地利用の形態から、被災類型ごとの復興パターンを分類。 

・ 都市機能壊滅⇒都市再生型 

・ 都市機能の一部喪失⇒都市再建型 

・ 集落壊滅⇒集落移動型 

・ 集落の一部喪失⇒集落内再編型 

② 防災まちづくりの基本型 

津波から集落や市街地を守る考え方として、津波エネルギーに対峙する基本型は次の

とおり。 

・ エネルギー回避型･･･高台等の安全な地域に移転し、津波エネルギーを回避 

・ エネルギー分散型･･･舳先形に防災施設等を配置し、津波エネルギーを分散 

・ エネルギー抑制型･･･防災施設及び道路の盛土等により津波エネルギーを減衰 

③ グランドデザインの基本型と考え方 

復興まちづくりのグランドデザインの共通事項を次の４つとし、上記基本型を組み合わせ

ながら防災、避難施設を適切に配置するとともに、土地利用の誘導を図る。 

・ 生命・財産の保全 

・ コンパクトな都市形成 

・ 産業の再生と活性化 
・ 環境共生のまちづくり 
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復興まちづくりのイメージ 

復興まちづくりのグランドデザインは、その地域の地理的・社会的条件や被災状況に応じた即地的なも

のでなければならず、何よりも被災住民がその地に留まり、あるいは一時的に離れたとしても戻ってきて、

復興まちづくりに主体的にかかわり、希望を持って生活再建を進められるものでなければならない。 

ここでは、市町村が被災地域ごとに作成する復興プラン等の参考としてもらうため、本県における被災

状況を類型化して、それぞれの復興まちづくりのグランドデザインを三つの基本型としてモデル的に示

す。 

 

（１）被災類型と復興パターン 

被災地域における被災の程度や土地利用の形態から四つの被災類型に分類し、それぞれの被災状

況に応じた復興パターンをイメージすると下図のとおりとなる。 

被災類型と復興パターン 

パターンＡ：都市機能のほとんどを失ったため、根本から都市づくりを考え再生 

パターンＢ：都市機能の一部を喪失したため、残存市街地を活かしながら都市を再建 

パターンＣ：海辺の集落の多くが被災したため、津波災害に強い集落づくりを推進 
 

注：実際には、被災程度や土地利用が中間的な地域もあり、地形的条件や住民意向などによって復興の形は異なる。 

 

（２）津波防災まちづくりの基本型 

津波から集落や市街地を守る考え方として、津波のエネルギーにどう対峙するかによって以下の三つ

のパターンに分けることができる。グランドデザインでは、これらを基本型として組み合わせて考えること

となる。 

 被災類型 

大（全域被災） 中（臨海部被災） 

土
地
利
用
類
型 

都市型 

パターンＡ(市街地全壊) パターンＢ(海側市街地被災) 

集落型 

 

 

 

都市機能壊滅 

都市再生型 

都市機能の一部喪失 

都市再建型 

集落壊滅 

集落移動型 

集落の一部喪失 

集落内再編型 

パターンＣ(集落被災) 

第４回 岩手県東日本大震災津波復興委員会 提出資料 
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被災類型と復興パターン  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

回避型：大津波でも浸水しない安全地帯に移転する。 

分散型：舳先形に防災施設等を配置して津波エネルギーを逃がし市街地を守る。 

抑制型：第一線の防災施設に加えて、道路や鉄道などの嵩上げで津波エネルギーを減衰 
させ壊滅的被害を防ぐ。 

（３）グランドデザインの基本型と考え方 

（１）で示した復興パターン(Ａ・Ｂ・Ｃ)ごとに、復興まちづくりのグランドデザインをモデル的に示した

ものを別図に示す。これは、以下に示すグランドデザインの考え方（共通事項と復興パターンごと）に基

づき、具体的な被災地をイメージしながら略図化して表現したものである。 

《グランドデザインの考え方》 

Ａ 共通事項 

○ 生命・財産の保全 

・ 津波に対してはどのような場合でも避難することを基本とした上で、概ね百数十年程度で起

こり得る津波には、防潮堤等のハード整備により生命と財産を確実に守り、過去に発生した

最大津波には、ハード整備とソフト対策を組み合わせた多重防災型の考え方で生命を確実に

守る。 

・ これを実現するために、前記「津波防災まちづくりの基本型」と別表「津波防災まちづくり

のツール」を効果的に組み合わせる。 

○ コンパクトな都市形成 

・ 住民生活や企業活動に必要な機能を一定エリアに集約することにより、効率的な市街地再生

を図るとともに、住民や地域の復興意欲を集中し復興まちづくりの原動力とする。 

・ 特に、街の賑わいを作り出すことが復興の第一歩であることから、住居地と商業業務地を近

接又は一体化するよう配慮する。 

第４回 岩手県東日本大震災津波復興委員会 提出資料 
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○ 産業の再生と活性化 

・ 漁業など沿岸地域の強みである地場産業や地域の経済を支える基幹産業の再生に加え、復興

に寄与する新たな産業を育む基盤づくりのため、防災施設や都市施設の整備と土地利用の誘

導を図る。 

○ 環境共生のまちづくり 

・ 自然環境に負荷をかけない市街地整備や自然エネルギーの活用など、沿岸地域の産業基盤で

あり観光資源でもある自然環境との共生をまちづくりの基本とする。 

Ｂ 復興パターンごと 

〔パターンＡ（都市機能壊滅）〕→津波エネルギー[抑制型＋分散型＋回避型] 

① 都市機能が壊滅したことから、都市機能を新たに更新する都市再生型として根本から都市づく

りを考える。 

② 被災エリアが広大であるため、多重防災による津波エネルギーの抑制型を基本とし、居住地や

人が集まる商業業務・公共公益施設エリアは海から離れた高台や山際に、漁業関係施設等は必

要に応じて臨海部に配置するとともに、徒歩で避難可能な距離に避難ビルや避難タワーを配置

する。 

③ 多重防災の緩衝エリアは、農地、大規模業務地、メモリアル公園等で活用し、避難道路の整備

と併せて避難タワーや避難丘(防災公園)を配置する。 

〔パターンＢ（都市機能の一部喪失）〕→津波エネルギー[分散型＋回避型] 

① 都市機能の一部を喪失したものの、工業地、商業業務地、官公庁施設等が致命的な被害を免れ

ていることから、従前の都市機能を回復する都市再建型を基本に考える。 

② 被災した地域は、商業業務地に住宅が混在しているところが多いことから、住居は大津波が及

ばない高台又は耐浪ビルの上層に移転させるとともに、臨海部の商店や事業所は当該地で再建

することを前提に、防災施設で津波エネルギーの抑制・分散を図る。 

③ 過去に発生した最大津波の浸水エリアは、避難道路の整備に併せて防浪ビルの配置誘導と避難

ビル・避難タワーの設置、高台には避難エリア(避難公園等)を配置する。 

〔パターンＣ（集落被害）〕→津波エネルギー[回避型] 

① 海辺に近接して住居が立地している集落については、集落全体が壊滅又は半壊したケースが多

いことから、コミュニティを崩さずに集団で高台に移転又は、集落内で大津波の危険のない山

際に移動若しくは、被災地の地盤嵩上げと避難路整備などの多重防災型の集落形成を図る。〔集

落移動型・集落内再編型〕 

② また、居住地と結ぶアプローチ道路の整備で職住分離の不便を解消する。 

（４）復興まちづくりのロードマップ 

復興まちづくりのロードマップは、一次避難所暮らしから始まり、仮設住宅、仮設店舗、仮設事業所、仮

設工場等など、被災者の復興に向けた意欲を積極的に受け入れながら、住民参加で復興のグランドデ

ザインを描き、生活再建と地域防災のまちづくりを目指すものでなければならない。 

具体的なロードマップは、地域によって異なるが、参考として現行制度の枠組みの中で想定される「復

興まちづくりの工程表（モデル事例）」を別図に示す。 
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